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２０１２年８月３１日 

第３回差別禁止部会 太田修平資料 

 

各論について JDF としてご提言申し上げます。 

【教育・保育】 

 

○対象範囲 

 ・学校教育法第１条に定める学校及び専修学校（同 124 条）、各種学校（同 134 条） 
・その他、国・地方公共団体・学校法人等が設置する教育機関（放送大学、各省庁大学

等） 
・認定こども園法が設置するこども園 
・児童福祉法に定める保育所 
・職業能力開発促進法で定める職業訓練校 
・上記教育・保育機関の設置管理運営機関（文部科学省、教育委員会、学校法人等） 
・上記教育・保育機関に関与する入学試験・選考試験等の実施機関 
（地方公共団体が実施する高校入試、国が実施する中学卒業資格認定試験、高等学校

卒業資格認定試験、独立行政法人大学入試センターなど） 
・上記教育・保育機関における教育課程や課外活動を遂行するにあたって関与する機関 
・その他公共的な教育に準ずる活動をしている機関等（学童保育等放課後事業の事業者

等） 

 
○差別と正当化事由 

・本人又は保護者が求める教育機関への入学において、障害を理由に、区別、制限、排

除、又は拒否してはならない。 
・学級の異動、転学、除籍、退学、復学、卒業、資格取得において、障害を理由に、区

別、制限、排除、又は拒否してはならない。 
・通学、授業、給食、特別活動や部活動等、正規の教育活動及び課外活動を含む学校生

活全般への参加について、障害を理由に、区別、制限、排除、又は拒否してはならな

い。 

 
○合理的配慮の例示 

 ・建物・用具等の物的環境 
  （車いす用トイレ、着替えや休憩のためのベッド等の施設スペース、スロープ、エレベ
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ーター、誘導装置等の移動手段の確保、車いす等で使用できる学習机、通学時のバス

やタクシー等を必要とする者への移動手段の確保等） 
・肢体不自由児、知的障害児や発達障害児等が必要とする休息スペース 
・入学試験における代読・代筆者の配置や時間延長等の配慮 
・教育内容、指導方法、評価方法等の変更および調整 

  （教育課程の柔軟化、試験における代読・代筆者の配置や時間延長等の配慮、授業等の

内容・方法の工夫、学級人数の調整等） 
・修学年限の上限について、病気療養における期間を除く等の配慮 
・教職員、介助者、看護士等、必要な人員の配置（医療的ケアも含む） 
・補助機器等の支援（点字教科書、拡大教科書、ルビ付き教科書等の教材の変更・調整、

視覚障害児が必要とする点字機器やＰＣ環境、肢体不自由児、発達障害児・知的障害

児が使用しやすいＰＣ環境等の学習機器、食事のための補助具や流動食のためのミキ

サー等） 
・意思疎通・情報伝達手段の確保（人員配置含む） 
（聴覚障害児等が必要とする文字情報、ＦＭ装置、ノートテイカー等の配置等視覚によ

る情報獲得手段、視覚障害児等が必要とする点字印刷機等による点字資料やＰＣ等に

よる音声データの整備、知的障害児、発達障害児等が必要とする代読者、絵カード等

のシグナル情報、身振り手振りやコミュニケーションを介在する人員配置等） 
 

 

【役務（サービスの提供や商品の販売）】 

 

〇対象範囲 

  ・不特定または多数のものに役務を提供する者 

 

〇差別 

・役務の提供者は、障害を理由に区別、制限、排除、拒否をしてはならない。 

  

〇合理的配慮の例示 

・劇場，音楽堂等の利用に際し、特定の席種のみの提供でなく、いくつかの席種を選択

できるようにすること。 

・宿泊施設において、バリアフリーの部屋や設備に特別料金を課さず、他の部屋と同等

にすること。 

・温泉施設や宿泊施設において、家族しか使えない風呂を介助の必要な障害者に提供す

ること。 

・スポーツ施設の利用に、介助者・支援者同行を認めること。 

・美術館や博物館において、展示物についての説明を障害者がわかる形態・手段で行う
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こと。 

・金融機関の利用に際して必要な人的・物的支援 

・サービスの利用等のため契約行為が必要なときに，意思決定の支援者の同席を認める

こと。 

・電話での本人確認に替わる手段を用意すること（ご本人様ですね。いえ，本人は耳が

聞こえないので代わりに電話しています。それでは本人確認できないので電話でのお

申し込みはできません。などと言われることがしばしばある）。 

・飲食店で，料理の形状を障害者の求める形状に応じて提供すること。 

・飲食店で、その店で提供しているものを摂ることができない障害者が，家族や友人な

どと会食を目的に利用する際に、摂取可能な食品を持ち込むことを認めること。  

・スーパー等で買い物をする時の補助を行うこと。 

 

 

【不動産】 

 

〇対象範囲 

・不動産の賃貸、売買に関係する事業者，借地借家法（旧借地法・借家法による契約も

含む）における当事者，建物の区分所有等に関する法律における区分建物所有者及び

管理者（管理法人を含む） 

 

〇差別 

・不動産の売買や賃貸借契約に際して，障害を理由として、契約の当事者（保証人とな

ろうとする者を含む）に対して，区別、制限、排除、拒否をしてはならない。 

・不動産の売買又は賃貸借契約に際して，情報提供方法や意思伝達手段等，助言者等，

契約当事者が自己の障害に応じた配慮を求めた場合に，それを拒んではならない。 

・障害に応じて必要な改造や設備の設置を拒否してはならない。 

・障害に応じた配慮に要する費用を，それを必要とする障害者にのみ請求してはならな

い。 

 

○合理的配慮の例示 

・障害に応じた必要な改修や設備を設置すること。 

・契約に際して意思決定の支援者の同席を認めること。 

・障害者の求めに応じた情報提供手段の提供や意思疎通手段の確保などの対応をするこ

と。 
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【建築物、公共交通および公共的施設等に関するアクセス】 

 

〇対象範囲 

・公共交通および公共的施設等（以下、施設等とする） 

・不特定または多数の者が利用する建築物 

 

〇差別 

・施設等の所有者又は管理者が、施設等の利用にあたって、障害を理由として区別、制

限、排除又は拒否すること。 

・施設等の所有者又は管理者が、施設等の利用にあたって、障害者の利用に代替設備を

置いた場合に、それをわかりやすく提示しないこと。 

 

 

〇合理的配慮の例示 

・介助者がいなければ施設等の利用が困難な場合に、介助者にかかる費用を免除するこ 

と。 

・施設等の利用にあたり、利用希望者の求める内容に応じた車いすや補助具等の使用。 

・利用に困難をきたす障害のある人への人的支援の提供。 

・利用価格や利用上の規定について、障害のある人が十分理解できる手段による説明の提

供。 

・その施設等の利用に先んじて情報が収集できるように、インターネット等の広報媒体に

障害のある人がしばしば必要とする情報を掲示し、障害に応じて求める手段によってそ

れを提供すること。 

・列車乗降時におけるプラットホームと車両床面のすき間や段差を埋めるための渡り板の

設置や撤去と、乗降時に必要な人的支援の提供。 

・バス乗降時における、乗降を円滑、安全にするためのバス停への正着、路面とバス車両

床面の段差を埋めるための渡り板の設置や撤去と、乗降時に必要な人的支援の提供。 

・公園や建物、駅などで横になれるベンチの設置。 

・特定、あるいは少数の者が利用すると考えられる住宅にあっても、不特定、あるいは多

数の者に対して販売活動が行われるものにあっては、不特定、あるいは多数のものが利

用する建築物と同等な配慮を行うこと。 
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「第１０節 婚姻・妊娠・出産・養育」に関する三役案への意見 

加納恵子 

①p.19 第２、１、差別が禁止されるべき事項や場面 

【原文】 

婚姻、妊娠、出産、養育に関わる場面において、障害に基づく差別と思われる事案は多い。 

【修正案】 

家族形成、婚姻、妊娠、出産、養育に関わる場面において、障害に基づく差別と思われる 

事案は多い。親も子も、障害等の有無にかかわらず、生まれ育ち、育てるうえでの必要な支援

サービスを受けられることが必要である。 

 

② p.19 第２、１、１）婚姻 

【原文】 

婚姻について最も多いと思われる事例は、障害者や相手方の家族や身内からの反対であろう。「ど

うやって子育てするの」「どうやって授乳するの」「どうやってお風呂に入れるの」「自分の面倒

すら見れないのに！」など、家族や身内の反対の声に結婚をあきらめざるを得ないこともある。

結婚を認めるにしても「子供は作らない」といった条件を付けられることもある。 

【修正案】 

婚姻について最も多いと思われる事例は、障害者や相手方の家族や身内からの反対であろう。「自

分の面倒すら見れないのに！」「不幸になる」「家族に障害者はほしくない」など、家族や身内

の反対の声に結婚をあきらめざるを得ないこともある。結婚を認めるにしても「子供は作らない」

といった条件を付けられることもある。 

 

③ p.19 第２、１、２）妊娠・出産 

【原文】 

将来の妊娠を心配して、または、生理介助に手間がかかることを理由に望まないあるいは本人に

意味を理解させないまま子宮摘出等の優生手術をされた事例が日本にも存在したことはそれほ

ど古い話ではなく、障害者についてだけそのような優生手術がなされる可能性は、現在において

も否定はできない。 

【修正案】 

妊娠をさせないため、優生保護法のもとで優生手術をされた事例が日本にも存在したのはそれ

ほど古い話ではない。障害者に対して、本人が望まないあるいは意味を理解していない不妊手

術が、あるいは生理介助の手間を省くための違法な子宮摘出がなされる可能性は、現在におい

ても否定はできない。 

【理由】 

妊娠・出産 に、「子宮摘出等の優生手術」とありますが、子宮摘出は優生手術に含まれません。優生保護

法は第二条で優生手術を次のように定義しています。 

  第二条 この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をも

つて定めるものをいう。命令、すなわち「優生保護法施行規則」の第１章が、優生手術の術式としてあげ

ているのは 精管結紮（けっさつ）と卵管結紮のみで、子宮摘出はむしろ、優生保護法にさえ違反して行わ

れた違法行為である。 
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④ p.20 第２、３） A)母子保健サービス 

【原文】 

また、子どもの予防接種、健康診断、両親学級、育児相談などに際し、親の障害の特性に配慮さ

れていないため会場を利用できなかったり、コミュニケーションが取れず、適切な情報が提供さ

れないこともあり得る。 

【修正案】 

また、子どもの予防接種、健康診断、両親学級、育児相談などに際し、親の障害の特性に配慮さ

れていないため会場を利用できなかったり、コミュニケーションも取れないまま、適切な情報

が提供されず、最もサービスを必要とする障害者に届いていないといえる。 

 

⑤ p.20 第２、３） C)教育 

【原文】 

昔ほどではないにしても、緊急避難所にもなるかもしれない地域の学校ほどバリアフルな公共建

築物はないとの指摘もある。 

【修正案】 

地域の学校は緊急避難所の指定を受けている場合が多いにも関わらずバリアフリー化が遅れて

いる。 

 

⑥ p.20 第２、３）D)親権 

【原文】 

確かに、子どもへのネグレクトも含めた虐待防止という観点からは、必要な改正であったと言え

るが、その運用の過程で障害者に対する偏見から、障害があるというだけで安易に養育に関する

権利が制限されるといった事態が発生した場合には、本法における差別にあたる場合も想定しな

ければならないところである。 

【修正案】 

これは虐待防止という観点からの改正であるが、その運用の過程で障害者に対する偏見から、

障害があるというだけで養育に関する権利が制限されるといった事態が発生した場合には、本法

における差別にあたる場合も想定しなければならないところである。 

 

⑦ p.21  まとめの部分 

【原文】 

なお、これらの事項における差別に関しては、特に障害女性が被害を受けやすい傾向にはあるも

のの、性別で限定することなく差別が禁止されるべきである。 

【修正案】 

なお、これらの事項に関しては、性別で限定することなく差別が禁止されるべきであるが、特

に差別や不利益を受けるリスクの高い障害女性の実態には留意する必要がある。 

 

⑧ p.21 ２、１）婚姻 

【原文】 

しかし、行政の相談窓口であるとか、法律に基づく支援の業務を担当する者、結婚相談や様々な

「婚活」を支援する企画をする地方自治体や民間事業者については、本法の対象に含めるのが妥



- 7 - 

 

当である。 

【修正案】 

なお、行政の相談窓口であるとか、法律に基づく支援の業務を担当する者、結婚相談や様々な「婚

活」を支援する企画をする地方自治体や民間事業者については、本法の対象に含めるのが妥当で

ある。 

 

⑨ p.22 第３ ２.不均等待遇を正当化する事由 

【原文】 

例えば、障害女性の妊娠、出産に際して、医療機関が診察を拒否することは差別にあたるが、当

該の医療機関にその女性が出産するための設備が備えられておらず、障害女性が安全に出産でき

ない場合には、障害を理由にした診察拒否には当たらないとするのが妥当である。 

【修正案】 

全文削除 

＊設備のことを言い出せば、いくらでも「正当化理由」に使われてしまう。これでは、設備などの環境を

改善していく可能性を狭めてしまう。 

 

⑩ p.22 第４、１、２）妊娠・出産 

【原文】 

（例えば、知的障害者に対して、医療従事者は手術を行う際に、特に堕胎手術の場合には、どの

ような結果になるのかを説明した上で、その説明を理解していることが確認しなければ手術を行

うべきではない。） 

【修正案】 

（例えば、知的障害者に対して、医療従事者は手術を行う際に、特に不妊手術、人工妊娠中絶

手術の場合には、どのような結果になるのかを説明した上で、その説明を理解し手術に同意し

ていることが確認できなければ、手術を行うべきではない。） 

 

⑪ p.23 第４、３）養育  

【原文】 

Ａ）障害を理由に親権剥奪が行われないようにするために、障害をもつ親が子育てができるよう

に適切に情報提供されること、また、一般に提供される子育て支援を利用できること 

Ｂ）障害を理由に親子分離の強制がされないようにするために、障害をもつ子どもの子育てにつ

いて適切に情報提供されること、また、一般に提供される子育て支援を利用できること 

【修正案】 

Ａ）障害を理由に親権剥奪が行われないようにするために、障害をもつ親が子育てができるよう

に適切に情報提供されること、また、一般に提供される子育て支援を障害特性に応じた配慮の

もとに利用できること 

Ｂ）障害を理由に親子分離の強制がされないようにするために、障害をもつ子どもの子育てにつ

いて適切に情報提供されること、また、一般に提供される子育て支援を障害特性に応じた配慮

のもとに利用できること 
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